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【骨粗鬆症検査の精密検査に係る渡航費の助成について】 

 

南大東村では、南大東村で受けられた骨粗鬆症検査で精密検査が必要と通知があった方

は、精密検査に係る渡航費と宿泊費を、一回分のみ助成します。 

沖縄本島に渡航される場合は、下記の【申請方法】のとおり渡航費の助成を申請してく

ださい。 

 

【申請方法】 

 

対象者：南大東村に住所を有する方。 

村で実施する骨粗鬆症検査において精密検査が必要となった方。 

 

助成内容：精密検査のための渡航費と宿泊費１泊７，０００円上限（検査費用の助成はありま

せん） 

 

申請方法：次の書類を保健センターの窓口に提出してください。 

 ・精密検査が必要とされる書類 

 ・受診証明書（保健センターにて用紙を受け取ってください） 

 ・飛行機または船舶の搭乗券（搭乗証明書） 

 ・宿泊施設を利用した方は、２泊分（移動日と受診日）の領収書 

 ・医療機関の領収書 

 ・JA又は郵便局の口座番号がわかるもの（通帳など） 

 ・印鑑 

 

 申請窓口：南大東村保健センター TEL ２－２１１６ 
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